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叫
ば
れ
る
中
で
の
全
国
大
会
を
、
私

ど
も
広
島
で
開
催
さ
せ
て
頂
い
た
こ

と
は
大
変
意
義
深
く
、
今
後
の
生
活

排
水
対
策
の
柱
と
な
る

浄
化
槽


に
対
す
る
関
心
が
ま
す
ま
す
大
き
く

な
り
つ
つ
あ
る
現
状
を
肌
で
感
じ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
身

の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
る
と
共

に
、
今
後
私
ど
も
業
界
の
果
た
す
べ

き
役
割
と
そ
の
責
任
の
重
大
さ
を
あ

ら
た
め
て
痛
感
し
た
し
だ
い
で
す
。

　

夕
張
市
の
破
綻
を
例
に
出
す
ま
で

も
な
く
、
日
本
全
国
で
自
治
体
の
財

政
は
逼
迫
し
、総
務
省
に
よ
る
と
、
実

質
公
債
費
比
率
が
20
％
を
超
え
る
自

治
体
は
２
２
８
市
町
村
、
起
債
の
目

安
で
あ
る
18
％
超
え
は
４
１
８
市
町

村
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。
そ
の
ほ
と

ん
ど
の
市
町
村
で
起
債
の
大
半
が
下

水
道
に
起
因
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の

が
現
状
で
す
。
国
土
交
通
省
も
財
政

的
に
こ
れ
以
上
下
水
道
を
伸
ば
し
て

い
く
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
い
う
見

解
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
の
生

活
排
水
処
理
の
柱
は
間
違
い
な
く


浄
化
槽

と
な
る
こ
と
は
周
知
の

事
実
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
安
価
で
早
く
で
き
、災
害

に
も
強
い
浄
化
槽
と
い
え
ど
も
弱
点

が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
浄

化
槽
管
理
者
の
３
つ
の
義
務
で
あ
る

保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定
検
査
の
連

携
が
と
れ
て
お
ら
ず
、
維
持
管
理
が

非
常
に
わ
か
り
づ
ら
い
。」「
法
定
検

査
の
受
験
率
が
非
常
に
低
い
。」等
の

意
見
が
各
方
面
か
ら
聞
こ
え
て
い
る

の
も
ま
た
現
実
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
昨
年
低
迷
し
て
い

る
広
島
県
の
法
定
検
査
受
験
率
の
向

上
を
図
る
為
、
新
た
に
広
島
県
浄
化

槽
維
持
管
理
協
会
が
法
定
検
査
機
関

と
し
て
認
可
さ
れ
、
効
率
化
検
査
の

導
入
に
よ
り
、
検
査
体
制
の
強
化
が

図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
広
環
協
と
し

ま
し
て
も
法
定
検
査
と
連
携
し
た

「
浄
化
槽
維
持
管
理
シ
ス
テ
ム
」の
普

及
と
実
施
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　

本
年
も
引
き
続
き
、
保
守
点
検
・

清
掃
・
法
定
検
査
の
連
携
が
と
れ
た

維
持
管
理
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ

と
で
、浄
化
槽
へ
の
信
頼
を
高
め
、設

置
者
に
分
か
り
易
い
維
持
管
理
体
制

を
築
く
べ
く
邁
進
す
る
所
存
で
あ
り

ま
す
。

　

平
成
20
年
は
、
更
に
法
定
検
査
体

制
の
強
化
が
図
ら
れ
る
と
同
時
に
、

市
町
に
お
い
て
も
下
水
道
計
画
の
見

直
し
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
県
内
の
生

活
排
水
処
理
行
政
に
お
い
て
、
将
来

を
見
据
え
た
施
策
へ
と
一
層
大
き
な

転
機
の
波
が
押
し
寄
せ
る
年
で
あ
る

と
感
じ
て
お
り
ま
す
。同
時
に
、我
々

業
界
に
も
時
代
に
則
し
た
進
化
が
求

め
ら
れ
て
来
て
お
り
ま
す
。
進
化
に

は
若
干
の
負
荷
を
乗
り
越
え
る
努
力

が
必
要
で
す
が
、
組
合
員
一
人
ひ
と

り
が
相
互
扶
助
の
精
神
で
共
に
ハ
ー

ド
ル
を
乗
り
越
え
、
業
界
全
体
が
心

一
つ
と
な
り
、
そ
の
役
割
と
責
任
を

し
っ
か
り
果
た
し
て
い
く
こ
と
で
社

会
へ
貢
献
し
、
地
域
と
共
に
成
長
す

る
飛
躍
の
年
と
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
本
年
が
皆
様
方
に
と
っ

て
素
晴
ら
し
い
一
年
で
あ
り
ま
す
よ

う
に
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

理事長 黒 瀬 栄 治

 

新
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
一
言
ご

挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
全
国
環
整
連
第
33
回
全

国
大
会
を
開
催
す
る
た
め
に
奔
走
し

た
一
年
間
で
あ
り
ま
し
た
。

　

開
催
に
当
た
り
ま
し
て
、国
会
、県

議
会
及
び
県
内
各
市
町
議
会
議
員
の

皆
様
並
び
に
行
政
関
係
者
の
皆
様
を

は
じ
め
と
す
る
多
く
の
ご
来
賓
の

方
々
に
ご
臨
席
を
賜
り
、
全
国
か
ら

は
本
当
に
多
く
の
同
士
の
皆
様
の
ご

参
集
を
い
た
だ
き
、
大
会
式
典
で
は

総
勢
１
８
０
０
名
を
超
え
、
盛
会
の

う
ち
に
全
大
会
日
程
を
終
了
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

開
催
に
当
た
り
ご
協
力
、
ご
協
賛

い
た
だ
き
ま
し
た
全
て
の
関
係
者
の

皆
様
方
に
、
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
る
し
だ
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当

に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

環
境
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
、
同
時
に
自
治
体
の
財
政
再
建
が

新年のごあいさつ

迎
春

あけまして

おめでとうございます

今年もよろしくお願いします
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全国環整連第33回全国大会
― in HIROSHIMA ― 

【開催場所】　グランドプリンスホテル広島

【主　催】　　全国環境整備事業協同組合連合会

【担　当】　　広島県環境整備事業協同組合

　　　　　　　（全国環整連中国・四国地区協議会）

開催報告

【後　援】　環境省・外務省（国際浄化槽フォーラム）・広島県・広島市・

　　　　　広島県市長会・広島県町村会・広島県環境保健協会・

　　　　　広島県浄化槽維持管理協会

会
）
の
各
部
会
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
方
針

を
発
表
し
、
本
会
議
で
は
玉
川
会
長

に
よ
る
所
信
表
明
が
行
わ
れ
、『
政
府

に
対
す
る
要
望
決
議
』、『
全
国
環
整

連
第
33
回
全
国
大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
』、

『
大
会
宣
言
』
が
そ
れ
ぞ
れ
満
場
一
致

で
採
決
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、
前
日
行
わ
れ
た
国
際
浄

化
槽
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
受
け
て『
国
際

浄
化
槽
フ
ォ
ー
ラ
ム
行
動
提
案
』（
５

頁
参
照
）が
読
み
上
げ
ら
れ
た
。

　

本
会
議
の
最
後
に
は
、
次
期
開
催

地
は
和
歌
山
県
と
の
発
表
が
あ
り
、

和
歌
山
県
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合

に
大
会
旗
が
継
承
さ
れ
、
参
加
者
全

員
で
の
万
歳
三
唱
で
大
会
を
終
了
し

た
。

　

今
大
会
を
振
り
返
る
と
日
本
に
お

け
る
各
地
域
、
あ
る
い
は
今
後
生
活

排
水
処
理
対
策
を
積
極
的
に
行
っ
て

い
く
各
国
に
お
け
る
、
今
後
の
生
活

排
水
処
理
の
あ
る
べ
き
姿
を
明
確
に

示
し
た
大
会
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

中
で
も
、
従
来
わ
か
り
難
い
と
さ

れ
て
い
た
浄
化
槽
の
維
持
管
理
体
制

を
「
清
掃
」・
「
保
守
点
検
」・
「
法
定

検
査
」
と
い
う
３
業
務
の
連
携
が
最

も
効
率
的
に
図
ら
れ
る
形
と
し
て
示

さ
れ
た
「
全
国
環
整
連
浄
化
槽
維
持

管
理
シ
ス
テ
ム
」
が
具
体
的
に
示
さ

れ
た
こ
と
は
大
変
意
義
深
い
こ
と
で

あ
り
、
我
々
業
界
自
ら
が
率
先
し
て

そ
の
完
全
実
施
に
努
め
、
全
国
に
分

か
り
易
い
浄
化
槽
の
維
持
管
理
体
制

の
早
期
構
築
を
目
指
し
て
い
く
こ
と

こ
そ
、
我
々
一
人
ひ
と
り
の
社
会
的

使
命
で
あ
る
と
同
時
に
、
真
に
社
会

に
貢
献
す
る
業
界
と
し
て
自
治
体
並

び
に
地
域
住
民
と
共
に
協
働
す
る
全

国
環
整
連
の
姿
と
方
向
性
が
示
さ
れ

た
と
い
え
る
。

　

最
後
に
、
本
大
会
に
ご
協
力
い
た

だ
き
ま
し
た
全
て
の
皆
様
に
衷
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

経
済
的
か
つ
効
率
的
で
あ
り
耐
震
性

に
も
優
れ
た
浄
化
槽
が
、
将
来
に
お

い
て
生
活
排
水
処
理
の
柱
と
な
り

「
水
環
境
革
命
」
が
達
成
さ
れ
る
こ
と

を
強
く
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
、
大
会
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

物
処
理
に
係
わ
る
諸
問
題
を
協
議
す
る

こ
と
は
誠
に
意
義
深
く
、
皆
さ
ん
に
は

循
環
型
地
域
社
会
形
成
の
重
要
な
担
い

手
と
し
て
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。」
と

の
ご
祝
辞
を
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
は
、
広

島
市
長
、
中
川
秀
直
衆
議
院
議
員
、
溝
手

顕
正
参
議
院
議
員
、
寺
田
稔
衆
議
院
議

員
、
平
口
洋
衆
議
院
議
員
、
前
田
武
志
参

議
院
議
員
か
ら
も
、
今
後
浄
化
槽
の
は

た
す
役
割
は
大
き
く
、
業
界
へ
の
期
待

も
大
で
あ
り
、
有
意
義
な
大
会
で
あ
る

と
の
ご
祝
辞
を
い
た
だ
い
た
。

　

引
き
続
き
行
わ
れ
た
国
際
浄
化
槽

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
会
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の

ラ
ッ
セ
ル
・
Ｐ
・
フ
ェ
リ
ー
氏
が『
世

界
の
浄
化
槽
事
情
』
を
テ
ー
マ
に
基
調

講
演
し
て
い
た
だ
き
、「
浄
化
槽
市
場
は

ま
だ
未
発
展
だ
が
日
本
の
汚
水
処
理
技

術
は
海
外
で
も
評
価
が
高
い
。
確
か
な

教
育
を
受
け
た
技
術
者
に
よ
る
保
守

サ
ー
ビ
ス
の
確
立
が
今
後
の
カ
ギ
を
握

る
。」
と
浄
化
槽
の
普
及
に
関
す
る
適
切

な
意
見
が
発
表
さ
れ
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
環
境
文
明
21
代

表
理
事
の
加
藤
三
郎
氏
、
パ
ネ
リ
ス
ト

に
は
ラ
ッ
セ
ル
氏
の
ほ
か
、
ラ
オ
ス
人

民
民
主
共
和
国
・
ラ
オ
ス
首
相
府
付
大

臣
兼
水
資
源
・
環
境
庁
長
官
の
ケ
ン
ペ

ン
・
ポ
ン
セ
ナ
ー
氏
、
大
韓
民
国
国
立

環
境
科
学
院
研
究
官
の
ヤ
ン
・
ヒ
ョ
ン

ジ
ェ
氏
、
参
議
院
議
員
元
環
境
副
大
臣

の
弘
友
和
夫
氏
、
海
外
環
境
協
力
セ
ン

タ
ー
専
務
理
事
の
片
山
徹
氏
を
迎
え
、

全
国
環
整
連
か
ら
は
副
会
長 

立
野
大

輔
が
加
わ
り
、『
水
環
境
革
命
』
～
Ｊ
Ｏ

Ｈ
Ｋ
Ａ
Ｓ
Ｏ
Ｕ（
環
境
浄
化
槽
）
の
す
す

め
～
と
題
し
て
、
各
国
の
水
環
境
事
情
、

排
水
処
理
の
現
状
、
取
り
組
み
内
容
な

ど
が
報
告
さ
れ
活
発
な
意
見
が
交
わ
さ

れ
、
最
後
に
加
藤
氏
が
「
こ
の
シ
ン
ポ
を

情
報
発
信
の
き
っ
か
け
に
し
た
い
」
と

締
め
く
く
り
、
そ
し
て『
水
環
境
革
命
宣

言
』（
次
頁
参
照
）
が
採
決
さ
れ
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
は
幕
を
閉
じ
た
。

　

２
日
目
に
は
全
国
環
整
連
の
各
部
会

（
総
務
部
会
、
適
正
処
理
推
進
部
会
、
事

業
部
会
、
浄
化
槽
部
会
、
合
理
化
新
規
許

可
対
策
部
会
、
ご
み
処
理
部
会
の
６
部

国
環
整
連
の
玉
川
会
長
よ
り
「
我
々
協

同
組
合
連
合
会
は
、
中
小
零
細
の
集
ま

り
で
あ
る
。
99
％
が
中
小
零
細
で
成
り

立
っ
て
い
る
日
本
国
の
現
実
は
小
さ
く

弱
い
者
が
助
け
合
っ
て
成
り
立
つ
人
間

社
会
で
あ
っ
て
良
い
と
信
じ
て
い
る
。

平
成
18
年
７
月
、
全
国
の
市
区
町
村
長

の
91
％
が
自
治
体
の
存
続
に
不
安
が
あ

る
と
答
え
て
い
る
。
今
後
の
自
治
再
生

は
、
税
源
移
譲
が
伴
う
地
方
分
権
を
進

め
、
議
会
の
責
任
で
解
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」と
式
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

環
境
大
臣 

鴨
下
一
郎
様（
代
読
、関
荘

一
郎
環
境
省
大
臣
官
房
・
リ
サ
イ
ク
ル

対
策
部
廃
棄
物
対
策
課
長
）
よ
り
「
政
府

で
は
循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
に

よ
っ
て
、
市
町
村
の
廃
棄
物
処
理
を
３

Ｒ
型
に
変
え
る
支
援
や
、
単
独
処
理
浄

化
槽
の
撤
去
費
用
に
対
す
る
支

援
を
充
実
さ
せ
て
い
る
。
交
付

金
を
活
用
し
17
年
度
か
ら
の
３

年
間
で
５
６
３
の
市
町
村
に
お

い
て
循
環
型
の
地
域
づ
く
り
の

取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
し
尿

処
理
や
浄
化
槽
の
管
理
と
い
う

皆
さ
ん
の
役
割
が
重
要
に
な
っ

て
い
る
。」
と
ご
祝
辞
を
い
た
だ

い
た
。

　

続
い
て
広
島
県
知
事 

藤
田
雄

山
様
か
ら
は
「
広
島
県
で
は
先

導
的
な
リ
サ
イ
ク
ル
関
連
産
業

の
育
成
や
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普

及
・
開
発
な
ど
、
循
環
型
社
会

の
構
築
に
向
け
、
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な

中
で
、
全
国
か
ら
関
係
者
が
一

堂
に
会
さ
れ
、
廃
棄
物
の
適
正

処
理
や
再
資
源
化
な
ど
、
廃
棄

　

１
日
目
の
式
典
で
は
、開
催
地
を
代
表
し

て
当
組
合
の
理
事
長
で
あ
る
黒
瀬
栄
治
が

開
会
宣
言
を
行
い
「
我
々
全
国
環
整
連
は
、

環
境
問
題
の
中
で
、
水
環
境
、
と
り
わ
け
生

活
排
水
処
理
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
毎
年
全

国
大
会
を
開
催
し
て
い
る
。
今
回
は
国
際

浄
化
槽
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
題
し
て
、日
本
が
世

界
に
誇
る『
浄
化
槽
』
を
中
心
テ
ー
マ
に
世

界
の
水
環
境
を
論
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
広
島
県
の
宝
物
で
あ
る
瀬
戸
内
海
の

水
質
保
全
の
た
め
、豊
富
な
水
環
境
に
囲
ま

れ
た
日
本
の
た
め
、こ
れ
か
ら
業
界
が
果
た

す
べ
き
役
割
は
何
か
、
環
境
の
時
代
で
あ
る

21
世
紀
の
環
境
行
政
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ

い
て
、
多
く
の
皆
さ
ん
と
議
論
し
、
研
鑽
を

積
ん
で
い
き
た
い
。」と
力
強
く
述
べ
ら
れ
、

続
い
て
、参
加
者
全
員
で
物
故
者
に
対
す
る

黙
祷
を
捧
げ
た
あ
と
、
主
催
者
で
あ
る
全

　
第
33
回
全
国
大
会
は
、
経
済
性
・
効
率
性
・
耐
久
性
に
も
優
れ
た『
浄
化
槽
』
へ

の
認
識
を
深
め
、
将
来
に
お
け
る
恒
久
的
な
生
活
排
水
対
策
と
し
て
浄
化
槽
の
整

備
促
進
と
、
併
せ
て
全
国
環
整
連
浄
化
槽
維
持
管
理
シ
ス
テ
ム
の
早
期
確
立
を
主

た
る
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
国
会
議
員
の
先
生
方
を
は
じ
め
、
中
央
省
庁
、
広
島
県
議
会
、
市
町
議

会
、
広
島
県
・
市
・
町
行
政
、
公
衆
衛
生
推
進
協
議
会
、
全
国
環
整
連
・
広
環
協
の

友
誼
団
体
の
皆
様
な
ど
１
８
７
０
人
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
、
盛
大
に
執
り
行
な

う
事
が
で
き
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

10月29日　式典・国際浄化槽フォーラム
10月30日　方針・本会議 ）（
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下
水
道
に
偏
重
し
た
生
活
排
水
対

策
は
、
税
金
の
ム
ダ
使
い
を
生
む
一
方

で
国
民
に
大
き
な
負
担
を
強
い
て
い

る
。
下
水
道
建
設
の
た
め
に
投
じ
ら

れ
た
税
金
は
、
平
成
７
年
か
ら
平
成
16

年
度
ま
で
の
10
年
間
で
約
15
兆
円
に

の
ぼ
っ
て
い
る
。
更
に
、
下
水
管
路
の

老
朽
化
に
よ
る
道
路
陥
没
事
故
が
全

国
で
１
年
間
に
６
、
６
０
０
箇
所
起

き
て
い
る
よ
う
に
、
今
後
下
水
管
路
再

工
事
が
必
要
に
な
り
、
そ
の
額
は
毎
年

２
兆
円
必
要
と
見
積
も
ら
れ
る
。

　

片
や
、
下
水
道
と
同
等
の
機
能
を
有

す
る
合
併
浄
化
槽
整
備
の
た
め
に
投

じ
ら
れ
た
税
金
は
、
補
助
金
制
度
創
設

以
来
17
年
間
に
約
６
、
５
０
０
億
円
で

あ
っ
た
。

　

管
理
費
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省

は
平
成
16
年
12
月
16
日
「
下
水
道
経
営

に
関
す
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
通
知

を
発
出
し
、「
下
水
道
事
業
の
管
理
・

運
営
費
用
の
す
べ
て
を
回
収
で
き
る

水
準
に
下
水
道
使
用
料
を
設
定
」
す
る

と
り
の
な
い
零
細
業
者
に
は
な
じ
ま

な
い
。
入
札
対
象
に
な
っ
た
業
務
を

失
う
と
会
社
が
つ
ぶ
れ
、
無
理
を
し
て

落
札
す
れ
ば
社
員
の
生
活
が
危
う
く

な
る
。
制
度
そ
の
も
の
が
、
実
態
に
即

応
し
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

全
国
環
整
連
は
、
現
在
か
か
え
て
い

る
問
題
を
、
現
地
支
援
を
基
本
に
着
実

に
解
決
し
ま
す
。

　

平
成
18
年
７
月
に
全
国
の
市
区
町

村
長
の
91
％
が
自
治
体
の
存
続
に
不

安
が
あ
る
と
共
同
通
信
社
に
答
え
た
。

　

地
方
自
治
体
の
財
政
に
は
一
般
会

計
と
特
別
会
計
が
あ
り
、
平
成
17
年

度
特
別
会
計
の
企
業
債
残
高
は
60
兆

円
、
う
ち
下
水
道
債
残
高
は
33
兆
円

（
54
％
）、
企
業
債
元
利
償
還
金
は

５
兆
７
、
８
８
９
億
円
、
う
ち
下
水
道

債
元
利
償
還
金
は
２
兆
８
、
３
７
３
億

円（
49
％
）で
あ
っ
た
。

　

平
成
19
年
度
全
国
環
整
連
は
、
ご
み

処
理
部
会
を
設
置
し
た
。

　

経
済
至
上
主
義
は
、
結
果
と
し
て 

建
築
物
、
乗
り
物
、
食
品
、
医
療
ま
で
も

多
く
の
安
心
安
全
を
人
々
か
ら
奪
っ

た
。
ご
み
処
理
業
務
に
対
す
る
入
札

行
為
は
、
何
を
入
札
し
て
い
る
か
に
問

題
が
あ
る
。
契
約
金
の
ほ
と
ん
ど
が

人
件
費
で
あ
る
も
の
を
入
札
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
働
く
人
の
生
活
そ
の
も

の
を
安
け
れ
ば
良
い
と
言
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

　

何
故
、
ご
み
処
理
部
会
を
作
っ
た

か
。
ご
み
処
理
業
務
は
、
許
可
区
域
を

明
確
に
し
、
計
画
的
に
業
務
を
行
う
必

要
が
あ
る
。
価
格
の
み
を
競
う
入
札

は
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
思
い
、
新
た

に
入
会
し
た
人
が
多
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
目
指
す
も
の
と
実
態
の
違
い

は
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。

　

入
札
行
為
は
、
マ
ネ
ー
ゲ
ー
ム
の
ゆ

会
長
所
信
骨
子

14

　平成１８年６月２０日北海道夕張市が財政破綻した。予算執

行は毎年議会の議決を経てきた。 

　破綻の原因から破綻に至るまで、更にその後も全て議会が

関わる。共同通信社が全国の市区町村長に行った調査の結

果９１%の自治体が存続に不安があると答えた。 

　地方自治体の財政は、一般会計と特別会計に分類される。

特別会計のうち、企業会計の平成17年度決算額は、20兆

3,182億円であった。その32.3％、実に6兆5,635億円が下水道

事業決算である。今後下水道の老朽化による再工事費を予

測すると自治体財政が更に厳しくなることは明白である。 

　自治体再生の責任は議会にある。 

　全国環整連は議会に全面協力体制を明らかにし、国家再

生の為全力を挙げることを宣言する。 

  

 

平成１９年１０月３０日 

  

 

全国環境整備事業協同組合連合会 

第３３回　全国大会　　　 

 

大　会　宣　言  
国際浄化槽フォーラム

水環境革命宣言

一、 私たちは、浄化槽を生活排水処理施設として捉えるだけで
なく、世界の水資源確保の為に浄化槽を有効な手段と認識
し、その普及促進に取り組む。

一、 私たちは、浄化槽の水資源リサイクル施設としての可能性
を探求し、その技術の開発のみならず、技術者の養成を含
む積極的な技術交流に取り組む。

一、 私たちは、水環境の保全と向上を図る上で、最も経済的か
つ効率的であり耐震性にも優れた浄化槽を、真に生活排水
処理の柱とすることを「水環境革命」と位置付け、その実
現を図る。

　 以上を本フォーラムの共通認識とし、共に協働することを宣
言する。

2007 年 10 月 29 日

全国環整連第 33 回全国大会
国際浄化槽フォーラム

ラッセル・Ｐ・フェリー氏

立野　大輔

加藤　三郎氏

ケンペン・ポンセナー氏

ヤン・ヒョンジェ氏

弘友　和夫氏

片山　　徹氏

全
国
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合
連
合
会

会
　長
　
玉
　
川
　
福
　
和

ご
み
処
理

浄

化

槽
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よ
う
下
水
道
管
理
者
に
指
導
し
て
い
る
。
指
導

に
従
え
ば
、
下
水
道
料
金
は
１
世
帯
当
た
り
年
間

約
18
万
円
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
状

下
水
道
料
金
不
足
額
は
10
年
間
で
約
10
兆
円
に

も
な
り
、
差
額
は
税
金
で
賄
わ
れ
、
結
果
と
し
て

市
民
負
担
に
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
17
年
度
末
の
生
活
排
水
処
理
人
口
は
下

水
道
が
８
、
８
０
０
万
人（
処
理
人
口
普
及
率
…

69.3
％
）、
合
併
浄
化
槽
が
１
、
０
９
３
万
人（
処
理

人
口
普
及
率
…
8.6
％
）
で
、
そ
の
割
合
は
８
対
１

で
あ
る
。

　

合
併
浄
化
槽
の
年
間
管
理
費
は
一
世
帯
６
万

円
程
度
で
あ
る
が
、
下
水
道
料
金
は
国
交
省
の
指

導
に
従
い
下
水
道
に
接
続
す
る
と
、
年
間
18
万
円

と
な
り
12
万
円
の
値
上
げ
に
な
る
。

　

生
活
排
水
対
策
を
推
進
す
る
手
段
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
国
民
の
税
金
が
投
入
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
３
年
に
当
時
の
厚
生

省
及
び
建
設
省
か
ら
発
せ
ら
れ
た
通
知
で
「
下
水

道
処
理
区
域
に
お
い
て
は
、
合
併
浄
化
槽
は
遅
滞

な
く
下
水
道
に
接
続
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」

と
さ
れ
た
た
め
、
結
果
、
税
金
を
投
入
し
設
置
し

た
合
併
浄
化
槽
を
、
更
に
税
金
を
投
じ
下
水
道
に

接
続
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
３
年
と
現
在
の
大
き
な
違
い
は
平
成
12

年
の
単
独
浄
化
槽
新
設
廃
止
に
あ
る
。
浄
化
槽

設
置
基
数
は
、
平
成
15
年
に
は
年
間
約
22
万
基

と
、
下
水
道
建
設
費
換
算
約
１
兆
円
規
模
に
達
し

て
い
る
。
現
在
設
置
済
の
合
併
浄
化
槽
人
口
１
、

０
９
３
万
人
を
下
水
道
に
繋
ぎ
込
む
必
要
の
な

い
も
の
と
認
知
す
る
と
、
16
兆
円
の
建
設
費
の
ム

ダ
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

効
率
的
な
生
活
排
水
対
策
を
進
め
て
い
く
た

め
に
は
、
設
置
さ
れ
た
合
併
浄
化
槽
を
国
家
の
財

産
と
認
め
、
下
水
道
と
合
併
浄
化
槽
が
真
に
共
生

で
き
る
制
度
改
正
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
税
金
の
無
駄
使
い
が
で
き
な
く
な

る
と
確
信
す
る
。

　

下
水
道
と
合
併
浄
化
槽
が
真
に
共
生
で
き
る

制
度
に
す
る
た
め
に
、
平
成
３
年
通
知
の
法
的
根

拠
に
な
っ
て
い
る
下
記
の
法
改
正
を
要
望
す
る
。

　

全
国
環
整
連
は
、
国
策
で
あ
る
下
水
道
事
業
の

法
改
正
を
求
め
た
こ
と
を
強
く
認
識
す
る
必
要

が
あ
る
。
私
た
ち
の
責
務
は
、
維
持
管
理
は
万
全

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
国
環
整
連
は
、
設
置

者
に
分
か
り
易
い
全
国
環
整
連
維
持
管
理
シ
ス

テ
ム
を
完
全
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

必
然
で
あ
る
。
下
水
道
法
改
正
の
真
の
目
的
は
、

合
併
浄
化
槽
設
置
者
の
権
利
確
保
に
あ
る
。

第 �31 条�　下水道法（昭和 33年

法律第 79 号）第 2 条第 8 号

に規定する処理区域内におい

ては、便所は、水洗便所（汚

水管が下水道法第 2 条第 3 号

に規定する公共下水道に連結

されたものに限る。）以外の便

所としてはならない。

２�　便所から排出する汚物を下水

道法第 2 条第 6 号に規定する

終末処理場を有する公共下水道

以外に放流しようとする場合に

おいては、屎尿浄化槽（その構

造が汚物処理性能（当該汚物を

衛生上支障がないように処理す

るために屎尿浄化槽に必要とさ

れる性能をいう。）に関して政

令で定める技術的基準に適合す

るもので、国土交通大臣が定め

た構造方法を用いるもの又は国

土交通大臣の認定を受けたもの

に限る。）を設けなければなら

ない。

（削除）

２�　便所から排出する汚物を下水

道法第 2 条第 6 号に規定する

終末処理場を有する公共下水道

以外に放流しようとする場合に

おいては、屎尿浄化槽（その構

造が汚物処理性能（当該汚物を

衛生上支障がないように処理す

るために屎尿浄化槽に必要とさ

れる性能をいう。）に関して政

令で定める技術的基準に適合す

るもので、国土交通大臣が定め

た構造方法を用いるもの又は国

土交通大臣の認定を受けたもの

に限る。）を設けなければなら

ない。

�[ 理　由 ]

　現行の下水道事業の経営状況は、総じて厳しい状況にあることから、

既存の合併浄化槽と共生することにより、結果として、下水道は合併浄

化槽を避けてより密集地域に集約され、効率化される。

現　　行 改 正 案

第 �10 条�公共下水道の供用が開

始された場合においては、当

該公共下水道の排水区域内の

土地の所有者、使用者又は占

有者は、遅滞なく、次の区分

に従つて、その土地の下水を

公共下水道に流入させるため

に必要な排水管、排水渠その

他の排水施設（以下「排水設備」

という。）を設置しなければな

らない。ただし、特別の事情

により公共下水道管理者の許

可を受けた場合その他政令で

定める場合においては、この

限りでない。

　（１～３号略）

第 �10 条�公共下水道の供用が開

始された場合においては、当

該公共下水道の排水区域内の

土地の所有者、使用者又は占

有者は、遅滞なく、次の区分

に従つて、その土地の下水を

公共下水道に流入させるため

に必要な排水管、排水渠その

他の排水施設（以下「排水設備」

という。）を設置しなければな

らない。ただし、浄化槽によ

り生活排水処理を実施してい

る場合及び特別の事情により

公共下水道管理者の許可を受

けた場合その他政令で定める

場合においては、この限りで

ない。

　（１～３号略）

現　　行 改 正 案

〔資料１〕

１　下水道法の改正（第 10 条第１項）

〔資料２〕

２　建築基準法（第 31 条第１項）
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一、　合併浄化槽を下水道に繋ぎ込む必要のない施設

とする制度の確立 

  

  

一、　浄化槽維持管理の一括契約、全国環整連維持管理 

システム及び警報機付きブロワー設置の推進 

  

  

一、　全市町村において、地域割りの明示した一般廃棄物

処理計画の完全策定 

  

  

一、 　浄化槽清掃率の１００％遂行 

  

  

一、 　不当、不法な新規許可の絶対阻止 

  

  

一、　全国環整連グランドルールに基づく合理化協定 

                       締結の推進 

 

全国環整連第33回全国大会スローガン 
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昭
和
58
年
浄
化
槽
法
制
定
以
降
、
浄

化
槽
行
政
の
変
遷
は
、
平
成
６
年
浄
化

槽
市
町
村
整
備
推
進
事
業
が
創
設
さ

れ
設
置
に
対
す
る
補
助
へ
の
充
実
が

図
ら
れ
た
後
、
平
成
12
年
に
は
浄
化
槽

法
の
改
正
に
よ
り
単
独
浄
化
槽
が
事

実
上
廃
止
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
更
に
平
成
17
年
に
は
、
公
共

用
水
域
の
水
質
保
全
が
明
確
に
示
さ

れ
法
定
検
査
を
中
心
に
維
持
管
理
の

強
化
が
図
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
循

環
型
社
会
に
お
け
る
水
環
境
保
全
及

び
水
循
環（
リ
サ
イ
ク
ル
）
へ
の
機
運

が
一
層
活
発
化
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、

既
存（
合
併
）
浄

化
槽
の
下
水
道
へ
の
接
続
問
題
、

単

独
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ

の
敷
設
替
え
に
対
す
る
支
援
体
制
の

強
化
、

清
掃
、
保
守
点
検
、
法
定
検
査

の
三
業
務
が
連
携
し
た
浄
化
槽
維
持

管
理
シ
ス
テ
ム
の
制
度
化
な
ど
、
今
後

の
人
口
減
少
及
び
高
齢
化
の
進
展
、
自

治
体
財
政
の
逼
迫
な
ど
非
効
率
な
下

水
道
建
設
に
歯
止
め
を
か
け
る
と
と

も
に
、
地
方
自
治
の
財
政
再
建
の
観
点

か
ら
も
、
効
率
的
か
つ
経
済
的
に
優
れ

た
浄
化
槽
整
備
を
可
能
と
す
る
法
整

備
の
実
現
を
目
指
す
。

　

浄
化
槽
開
発
国
で
あ
る
日
本
国
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
内
需
拡
大
の
手

法
と
し
て
推
進
さ
れ
て
き
た
下
水
道

一
辺
倒
の
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整

備
は
、
現
在
、
都
市
部
か
ら
中
山
間
地

域
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
大
き

な
転
換
期
を
迎
え
、
今
後
予
測
さ
れ
る

人
口
の
減
少
、
厳
し
い
自
治
体
財
政
の

現
状
な
ど
社
会
状
況
を
見
据
え
る
と
、

極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

　

ま
た
下
水
道
建
設
費
が
自
治
体
財

政
を
圧
迫
す
る
大
き
な
要
因
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
各
自
治
体
の
財
政
報

告
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
効
率
的
な

浄
化
槽
整
備
区
域
の
設
定
を
積
極
的

に
行
え
る
よ
う「
合
併
処
理
浄
化
槽
設

置
整
備
事
業
と
下
水
道
事
業
と
の
調

整
に
つ
い
て
」（
平
成
３
・
６
・
12
衛
浄

32
各
都
道
府
県
知
事
宛 

厚
生
省
生
活

衛
生
局 

水
道
環
境
部
長
通
知
）
の
撤

回
を
求
め
、
下
水
道
建
設
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
見
直
し
を
強
く
求
め
る
。

　

併
せ
て
、
財
政
状
況
を
含
め
た
下
水

道
経
営
の
実
態
を
広
く
住
民
に
開
示

し
、
特
に
浄
化
槽
の
整
備
に
お
い
て
は

住
民
の
参
加
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
浄
化
槽
管
理
者
で
あ
る
住
民
の

水
環
境
保
全
へ
の
意
識
高
揚
を
図
る
。

　

環
境
の
世
紀
と
い
わ
れ
る
21
世
紀
に
お
い
て
、

浄
化
槽
は
今
や
私
た
ち
の
生
活
排
水
処
理
を
支

え
る
恒
久
的
施
設
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
水
資
源
の
確
保
及
び
水
循

環（
リ
サ
イ
ク
ル
）
の
観
点
か
ら
も
、
そ
の
可
能
性

及
び
普
及
発
展
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

浄
化
槽
開
発
国
で
あ
り
、
水
環
境
先
進
国
で
あ

る
日
本
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
身
近
な
水
辺
の

保
護
の
み
な
ら
ず
、
国
際
水
域
の
水
環
境
保
全
と

と
も
に
、
有
効
な
水
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
施
設
と
し

て
浄
化
槽
の
可
能
性
を
探
求
し
、
循
環
型
社
会
に

お
け
る
「
浄
化
槽（
Ｊ
ｏ
ｈ
ｋ
ａ
ｓ
ｏ
ｕ
）」
の
礎

を
築
く
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

浄
化
槽
の
普
及
促
進
を
図
る
上
で

は
、
生
産
か
ら
設
置
後
の
管
理
ま
で
総

合
的
な
仕
組
み（
シ
ス
テ
ム
）
と
し
て

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

当
然
、
行
政
と
し
て
普
及
促
進
に
対

す
る
条
例
、
規
制
、
助
成
な
ど
様
々
な

行
政
手
続
き
に
よ
る
戦
略
的
取
り
組

み
と
同
時
に
、
最
終
的
に
管
理
者
と
な

り
維
持
管
理
費
用
を
負
担
す
る
住
民

の
参
加
意
識
の
高
揚
は
普
及
促
進
の

重
要
な
鍵
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
浄
化
槽
の
持
つ
機
能
を
十

分
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
清
掃
・
保
守

点
検
・
法
定
検
査
の
三
業
務
が
連
携

し
た
全
国
環
整
連
浄
化
槽
維
持
管
理

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
維
持
管
理
体
制
の

確
立
は
急
務
で
あ
る
。

　

集
合
型
で
排
水
を
処
理
す
る
下
水
道

と
異
な
り
浄
化
槽
の
普
及
は
、
浄
化
槽

で
処
理
さ
れ
た
排
水
に
よ
る
河
川
の
自

浄
作
用
、
自
然
の
生
態
系
の
確
保
に
必

要
不
可
欠
な
河
川
の
適
切
な
流
量
の
確

保
を
も
た
ら
し
、環
境
保
全
上
、健
全
な

水
循
環
の
構
築
に
有
効
で
あ
る
。

　

ま
た
浄
化
槽
に
よ
っ
て
個
別
に
排

水
処
理
さ
れ
た
、
処
理
水
の
再
利
用

は
、
地
域
に
よ
っ
て
散
水
、
雑
用
水
、
環

境
用
水
、
災
害
時
の
緊
急
用
水
な
ど

ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
様
々
な
活
用
が
可

能
な
こ
と
か
ら
、
単
な
る
生
活
排
水
処

理
施
設
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な

く
、
水
循
環
施
設
或
い
は
造
水
施
設
と

し
て
様
々
な
用
途
で
の
活
用
の
可
能

性
を
探
求
す
る
。

　

日
本
国
外
に
お
け
る
浄
化
槽
の
普

及
は
、
単
な
る
単
位
装
置
の
普
及
と
と

ら
え
る
の
で
は
な
く
、
生
産
、
設
置
、
維

持
管
理
、
汚
泥
処
理
と
い
う
総
合
的
な

シ
ス
テ
ム
と
し
て
導
入
、
普
及
を
図
る

こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
専
門
技
術
者
派

遣
や
養
成
は
も
と
よ
り
、
地
域
事
情
に

合
っ
た
浄
化
槽
の
技
術
開
発
、
特
に
低

コ
ス
ト
化
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　

ま
た
同
時
に
、
今
後
更
な
る
諸
外
国

と
の
技
術
交
流
、
情
報
交
流
な
ど
の
積

極
的
な
交
流
の
促
進
と
、
国
際
的
な
浄

化
槽
シ
ス
テ
ム
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
を
確
立
す
る
。

国
際
浄
化
槽
フ
ォ
ー
ラ
ム
行
動
提
案

12

　借金1,000兆円は、今後も増えると誰もが思う経済至上主義は貧富の格差、地域の格差、企業
間の格差を生み、弱者に対するセイフティーネットもなくなった。 
　競争原理を最優先した結果、食品、建物、乗り物、全てのものの安心安全が揺らいでいる。アメ
リカでは橋の老朽化により崩落事故が起きた。今後、日本国内で予測出来ることは橋以外にも下
水道管路が老朽化し漏水した汚水により土が浸食され、道路が陥没することである。 
　すでに1年間で6,600箇所発生していると報告されているが、本来建設計画時に新設と必ず発
生する更新による再工事費をセットにして予算組立てをしないと、場当たり的な対応となり、必ず大
事故につながることを予め申し添える。 
　以上の認識を踏まえ、以下のことを要望する。 
 

記 
 
1.　国、地方自治体及び国民の無駄な支出をなくす観点から、合併処理浄化槽を下水道に繋ぎ
込む必要のない施設とする制度改正を行うこと。 

 
2.　平成17年度には6,600箇所で下水管路に起因する道路陥没事故が発生した。重大な事故
となる前に必要な予算を確保し、下水管路更新対策を講じること。 

 
3.　公共下水道事業への企業会計の導入及び下水道管理費と使用料の関係、資本と負債の状
況など経営内容の分かり易い情報開示を、下水道管理者に義務付けること。 

 
4.　一般廃棄物処理計画は適正処理の基本であり、未策定市町村に対し指導の徹底を図ること。
また、処理責任を明確にする観点から、処理計画には区域毎の処理責任業者を明示するよう
指導すること。 

 
5.　一般廃棄物の適正処理を継続的かつ安定的に確保するため、合特法に基づく合理化事業
計画未策定市町村及び法の趣旨を逸脱した補償を計画する市町村などに対し、主旨の徹
底を図ること。 

 
6.　阪神・淡路大震災及び中越地震の経験から、浄化槽の耐震性能が立証された。被災者のラ
イフライン確保の観点から、避難場所指定要件に浄化槽の設置を加えること。 

 
7.　価格のみを競う入札行為は、落札者は原価を割った契約の履行に安心安全を担保できず、
事故が後を絶たない入札制度には多くの問題がある。新たな契約方法を早急に確立される
こと。 

政府に対する要望決議 

提案

 

浄
化
槽
を
生
活
排
水
処

理
の
柱
と
す
る
法
的
整

備
の
実
現
を
目
指
す

提案

�

下
水
道
経
営
実
態
の
完

全
情
報
開
示
と
下
水
道

建
設
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

見
直
し
を
求
め
る

提案

�

全
国
環
整
連
浄
化
槽
維

持
管
理
シ
ス
テ
ム
を
確

立
す
る

提案

�

浄
化
槽
の
も
つ
水
循
環

施
設
と
し
て
の
可
能
性

を
探
求
す
る

提案
海
外
と
の
技
術
協
力
・

情
報
交
流
を
積
極
的
に

支
援
す
る

行
動
提
案

情
　
勢
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全
国
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合
連
合
会
と
新
潟
県
環
境

整
備
事
業
協
同
組
合
は
平
成
19
年
11
月
15
日
、
新
潟
市
内

の
ホ
テ
ル
に
お
い
て
廃
棄
物
適
正
処
理
推
進
大
会
を
開

き
、
県
内
の
自
治
体
関
係
者
や
全
国
環
整
連
関
係
者
の
約

４
０
０
名
が
参
加
し
、広
環
協
か
ら
も
10
名
が
参
加
し
た
。

　

開
会
に
先
駆
け
、
新
潟
県
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合
の

大
桃
理
事
長
は
「
中
越
地
震
か
ら
３
年
が
経
過
し
、こ
の
７

月
に
は
全
壊
家
屋
１
、
０
０
０
棟
を
超
え
る
中
越
沖
地
震

が
新
潟
県
を
襲
っ
た
。
中
越
沖
地
震
で
は
無
償
災
害
救
援

協
定
に
よ
る
１
週
間
の
支
援
を
実
施
し
た
が
、
こ
の
支
援

体
制
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
も
、
一
般
廃
棄
物
処
理
計

画
の
重
要
性
を
強
く
感
じ
、
大
会
の
副
題
は『
災
害
で
学
ん

だ
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
の
重
要
性
』
と
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
こ
の
大
会
で
処
理
計
画
に
基
づ
く
区
域
割
り
や
合

理
化
事
業
計
画
策
定
の
重
要
性
を
一
緒
に
勉
強
し
た
い
」

と
災
害
時
に
肌
身
に
感
じ
た
新
潟
県
環
境
整
備
事
業
協
同

組
合
が
学
ん
だ
教
訓
を
自
治
体
関
係
者
に
呼
び
か
け
た
。

　

全
国
環
整
連
玉
川
会
長
に
よ
る
主
催
者
の
主
張
、
来
賓

か
ら
の
挨
拶
が
行
わ
れ
た
後
、
環
境
省
大
臣
官
房
廃
棄
物
・

リ
サ
イ
ク
ル
対
策
部 

廃
棄
物
対
策
課
課
長
補
佐
の
木
村

直
昭
氏
よ
り
「
下
水
道
の
整
備
等
に
伴
う
合
理
化
に
関
す

る
特
別
措
置
法
に
つ
い
て
」・
新
潟
県
県
民
生
活
部
・
環

境
部
参
事 

廃
棄
物
対
策
課
長
の
南
波
哲
夫
氏
よ
り
「
新
潟

県
に
お
け
る
一
般
廃
棄
物
処
理
の
現
状
に
つ
い
て
」
が
そ

れ
ぞ
れ
講
演
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
の
質
疑
応
答
で
は
「
適
正
な
原
価
計
算
の
考
え

方
」
や
「
区
域
割
り
の
問
題
」
等
、
活
発
な
質
問
が
な
さ
れ
、

本
来
の
あ
る
べ
き
適
正
処
理
に
向
か
う
業
者
の
姿
勢
が
感

じ
ら
れ
る
大
会
と
な
っ
た
。

　

全
国
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合
連
合
会
は
平
成
19
年
11
月
28
日
、
岐
阜

市
内
の
ホ
テ
ル
に
お
い
て
「
自
治
体
の
破
綻
は
止
ま
る
か
」
を
テ
ー
マ
に
、

岐
阜
県
内
の
自
治
体
関
係
者
や
全
国
環
整
連
の
関
係
者
総
数
１
、
０
０
０

名
を
超
え
る
大
会
が
開
催
さ
れ
、
広
環
協
か
ら
も
10
名
が
こ
れ
に
参
加
し

た
。

　

ま
ず
、
全
国
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合
連
合
会
の
玉
川
会
長
は
、「
市
民

の
手
で
破
綻
は
止
め
ら
れ
る
か
」
と
題
し
て
主
催
者
の
主
張
を
行
い
、
第
二

の
夕
張
を
市
民
の
手
で
防
ぐ
た
め
に
は
、
国
及
び
地
方
自
治
体
の
財
政
状

況
を
誰
に
で
も
解
り
易
く
示
す
必
要
が
あ
る
と
説
明
。
ま
た
、
下
水
道
事

業
が
平
成
８
年
度
か
ら
17
年
度
ま
で
の
10
年
間
に
下
水
道
建
設
費
と
し

て
約
30
兆
７
、
０
０
０
億
円
、
下
水
道
使
用
料
不
足
額
の
補
填
と
し
て
約

10
兆
６
、
０
０
０
億
円
の
合
計
約
41
兆
３
、
０
０
０
億
円
の
公
費
が
投
じ
ら

れ
て
お
り
、
自
治
体
財
政
を
破
綻
の
危
惧
に
追
い
や
っ
て
い
る
実
態
を
指

摘
し
、「
下
水
道
事
業
が
国
や
地
方
財
政
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
十
分
に

認
識
し
、
国
民
に
説
明
す
る
責
任
が
あ
る
」
と
参
加
し
た
岐
阜
県
内
の
自
治

体
関
係
者
に
訴
え
た
。

　

ま
た
、
政
治
評
論
家
の
森
田
実
氏
が
講
師
と
し
て
招
か
れ
、「
こ
れ
か
ら

の
政
治
・
政
府
は
ど
う
な
る

」を
演
題
に
講
演
を
行
っ
た
。

　

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
司
会
に
岐
阜
県
環
境
整
備
事
業
協

同
組
合
の
二
重
谷
伸
行
氏
、
パ
ネ
リ
ス
ト
に
は
森
田
実
氏
の
他
、
国
会
議
員

か
ら
は
衆
議
院
議
員
の
園
田
康
博
氏
、
同
じ
く
衆
議
院
議
員
の
佐
藤
ゆ
か

り
氏
、
地
元
議
員
か
ら
は
本
巣
市
議
会
議
員
の
上
谷
政
明
氏
、
関
市
議
会
議

員
の
尾
関
健
治
氏
を
招
き
、
玉
川
会
長
も
参
加
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で

の
自
治
体
財
政
を
健
全
化
さ
せ
る
た
め
の
思
案
を
述
べ
た
あ
と
、
特
に
下

水
道
と
浄
化
槽
の
比
較
か
ら
今
後
浄
化
槽
に
求
め
ら
れ
る
も
の
を
明
確
に

し
た
。
ま
た
、
逼
迫
し
た
財
政
に
目
を
背
け
る
こ
と
な
く
、
各
自
治
体
の
財

政
を
正
し
く
把
握
し
、
適
切
な
対
応
を
一
人
ひ
と
り
が
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

全
国
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合
連
合

会
は
平
成
19
年
11
月
16
日
、
新
潟
市
内
の

ホ
テ
ル
に
お
い
て
平
成
19
年
度
第
４
回

理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

玉
川
会
長
挨
拶
の
後
、
各
部
会
報
告
の

中
で
浄
化
槽
部
会
の
立
野
部
会
長
よ
り

報
告
が
な
さ
れ
、「
広
島
で
行
わ
れ
た
全

国
大
会
で
可
決
さ
れ
た『
政
府
に
対
す
る

要
望
決
議
』
を
環
境
省
、
国
交
省
、
農
水

省
、
総
務
省
そ
し
て
内
閣
府
に
そ
れ
ぞ
れ

に
提
出
し
た
。
我
々
も
浄
化
槽
を
下
水

道
や
農
集
排
に
繋
ぎ
こ
む
必
要
の
な
い

施
設
と
す
る
要
望
ば
か
り
す
る
の
で
は

な
く
、
全
国
環
整
連
浄
化
槽
維
持
管
理
シ

ス
テ
ム
を
各
県
が
早
急
に
構
築
し
て
い

く
こ
と
で
浄
化
槽
の
維
持
管
理
体
制
を

確
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
」
と
強
く
主
張

さ
れ
た
。

　

第
２
号
議
案 

第
33
回
全
国
大
会
終
了

報
告
で
は
広
島
県
の
鉄
本
副
理
事
長（
大

会
実
行
委
員
長
）
が
説
明
に
立
ち
、
大
会

に
多
数
参
加
い
た
だ
い
た
お
礼
と
今
後

の
広
環
協
の
意
気
込
み
に
つ
い
て
報
告

さ
れ
た
。

　

ま
た
、
そ
の
他
の
議
案
で
は
「
仙
北
市

の
新
規
許
可
問
題
報
告
」、「
厚
生
年
金
基

金
被
害
者
の
会
」
等
に
つ
い
て
慎
重
審
議

が
な
さ
れ
た
。

廃
棄
物
適
正
処
理
推
進
大
会（
新
潟
）

開
催
報
告

全
国
環
整
連　

平
成
19
年
度

第
４
回
理
事
会
開
催
報
告

自
治
体
の
破
綻
は
止
ま
る
か
！

岐
阜
大
会
開
催
報
告


